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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県議会委員会条例の一部を改正する条例（条例第 42号） 

1  委員会の審査の充実のため、参考人制度の円滑かつ積極的な活用が図られるよう、参考人の映像及び

音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による参加に関す

る規定を整備するものです。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 公聴会の参加者等の費用弁償についての条例の一部を改正する条例（条例第 43 号） 

1  三重県議会会議規則及び三重県議会委員会条例の一部改正に伴い、規定を整理することとしました。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 九 月 十 五 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 四 十 二 号  

   三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 参 考 人 ）  （ 参 考 人 ）  

第 二 十 六 条 の 二  委 員 会 は 、 委 員 会 に お い

て 、 審 査 又 は 調 査 の た め 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 第 五 項 に お

い て 準 用 す る 同 法 第 百 十 五 条 の 二 第 二 項

に 規 定 す る 参 考 人 の 出 頭 の ほ か 、 参 考 人 の

映 像 及 び 音 声 の 送 受 信 に よ り 相 手 の 状 態

を 相 互 に 認 識 し な が ら 通 話 を す る こ と が

で き る 方 法 に よ る 参 加 を 求 め 、 そ の 意 見 を

聴 く こ と が で き る 。  

第 二 十 六 条 の 二  

２  委 員 会 が 、 参 考 人 の 出 頭 又 は 前 項 に 規 定

す る 方 法 に よ る 参 加 を 求 め る に は 、 議 長 を

経 な け れ ば な ら な い 。  

  委 員 会 が 、 参 考 人 の 出 席 を 求 め る に は 、

議 長 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 議 長 は 、 参 考 人 に

そ の 日 時 、 場 所 （ 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に

よ る 参 加 を 求 め る 場 合 を 除 く 。 ） 、 意 見 を

聴 こ う と す る 案 件 そ の 他 必 要 な 事 項 を 通

知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 議 長 は 、 参 考 人 に

そ の 日 時 、 場 所 、 意 見 を 聴 こ う と す る 案 件

そ の 他 必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。  

４  前 三 条 の 規 定 は 、 参 考 人 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 公

述 人 」 と あ る の は 「 参 考 人 」 と 、 第 二 十 四

条 第 四 項 中 「 退 席 さ せ る 」 と あ る の は 「 退

席 さ せ 、 若 し く は 通 話 を 中 止 す る 」 と 読 み

替 え る も の と す る 。  

３  前 三 条 の 規 定 は 、 参 考 人 に つ い て 準 用 す

る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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公 聴 会 の 参 加 者 等 の 費 用 弁 償 に つ い て の 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ

こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 九 月 十 五 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 四 十 三 号  

   公 聴 会 の 参 加 者 等 の 費 用 弁 償 に つ い て の 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

公 聴 会 の 参 加 者 等 の 費 用 弁 償 に つ い て の 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七

号 ） 第 百 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 出 頭 し た

選 挙 人 そ の 他 の 関 係 人 、 同 法 第 百 十 五 条 の 二

第 一 項 （ 同 法 第 百 九 条 第 五 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 公 聴 会 に 参 加

し た 者 及 び 同 法 第 百 十 五 条 の 二 第 二 項 （ 同 法

第 百 九 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 出 頭 し た 参 考 人 、 同 法 第

二 百 五 十 一 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ り 出 頭

し た 当 事 者 及 び 関 係 人 、 三 重 県 議 会 会 議 規 則

（ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 議 会 規 則 第 一 号 ） 第 七

十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 参 加 し た 参 考 人

並 び に 三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年

三 重 県 条 例 第 六 十 五 号 ） 第 二 十 六 条 の 二 第 一

項 の 規 定 に よ り 参 加 し た 参 考 人 の 要 し た 費

用 の 弁 償 は 、 次 の 例 に よ る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七

号 ） 第 百 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 出 頭 し た

選 挙 人 そ の 他 の 関 係 人 、 同 法 第 百 十 五 条 の 二

第 一 項 （ 同 法 第 百 九 条 第 五 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 公 聴 会 に 参 加

し た 者 及 び 同 法 第 百 十 五 条 の 二 第 二 項 （ 同 法

第 百 九 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 出 頭 し た 参 考 人 並 び に 同

法 第 二 百 五 十 一 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ り

出 頭 し た 当 事 者 及 び 関 係 人 の 要 し た 費 用 の

弁 償 は 、 次 の 例 に よ る 。  

 

 

 

 

 

一 ・ 二  （ 略 ）  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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議 会 規 則 

 

三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 九 月 十 五 日  

三  重  県 議  会  議  長   前   野   和   美    

三 重 県 議 会 規 則 第 一 号  

三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 参 考 人 ）  （ 参 考 人 ）  

第 七 十 九 条  議 会 は 、 会 議 に お い て 、 審 議 又 は 調 査 の た

め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 法 第 百 十 五 条 の 二 第 二

項 に 規 定 す る 参 考 人 の 出 頭 の ほ か 、 参 考 人 の 映 像 及 び

音 声 の 送 受 信 に よ り 相 手 の 状 態 を 相 互 に 認 識 し な が

ら 通 話 を す る こ と が で き る 方 法 に よ る 参 加 を 求 め 、 そ

の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

第 七 十 九 条  

２  会 議 に お い て 参 考 人 の 出 頭 又 は 前 項 に 規 定 す る 方 法

に よ る 参 加 を 求 め る 議 決 が あ っ た と き は 、 議 長 は 、 参

考 人 に そ の 日 時 、 場 所 （ 同 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る 参

加 を 求 め る 場 合 を 除 く 。 ） 、 意 見 を 聴 こ う と す る 案 件 そ

の 他 必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

会 議 に お い て 参 考 人 の 出 席 を 求 め る 議 決 が あ っ た

と き は 、 議 長 は 、 参 考 人 に そ の 日 時 、 場 所 、 意 見 を 聴

こ う と す る 案 件 そ の 他 必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  前 三 条 の 規 定 は 、 参 考 人 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 公 述 人 」 と あ る の は 「 参

考 人 」 と 、 第 七 十 六 条 第 四 項 中 「 退 席 さ せ る 」 と あ る

の は 「 退 席 さ せ 、 若 し く は 通 話 を 中 止 す る 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

２  前 三 条 の 規 定 は 、 参 考 人 に つ い て 準 用 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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